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㈣　

知
事
は
、
三
に
掲
げ
る
樹
木
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者

が
一
の
㈡
に
定
め
る
期
間
内
に
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
い

と
き
、
行
っ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
、
又
は
行
う
見
込
み
が
な

い
と
き
は
、
当
該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

㈤　

知
事
は
、
㈣
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費
用

の
額
が
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
べ
き
者
が
自
ら
そ
の
措
置

の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と
し
た
場
合
に
、
そ
の
者
が
受
け

る
こ
と
と
な
る
べ
き
補
償
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え

る
部
分
の
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が

あ
る
。

告
　
　
　
示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
十
一
条
第
一

項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
議
会
議
長
か
ら
目
黒
区
選
挙
区

選
出
議
員
二
名
の
欠
員
が
生
じ
た
旨
通
知
を
受
け
た
。
こ
の
こ
と
に

よ
り
、
東
京
都
議
会
議
員
（
目
黒
区
選
挙
区
）
に
お
け
る
欠
員
は
二

名
と
な
っ
た
の
で
、
同
法
第
百
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
同
選
挙
区
に
お
い
て
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
を
行
う
事
由

が
生
じ
た
。

令
和
六
年
四
月
十
七
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

公
　
　
　
告

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第

八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の

と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を

東
京
都
環
境
局
自
然
環
境
部
、
東
京
都
大
島
支
庁
、

大
島
町
役
場
、
新
島
村
役
場
及
び
神
津
島
村
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

㈡　

期
間　

令
和
六
年
五
月
七
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

二　

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

　
　

松
く
い
虫

三　

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

森
林
病
害
虫
等
の
被
害
を
受
け
、
又
は
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る

樹
木
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
樹
木
に
対
し
、
薬

剤
に
よ
る
防
除
を
実
施
す
る
こ
と
。

四　

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

防
風
林
、
防
潮
林
、
風
致
林
等
と
し
て
生
活
環
境
の
保
全
上
重

要
な
機
能
を
有
す
る
松
林
を
松
く
い
虫
か
ら
守
る
た
め

五　

そ
の
他
必
要
な
事
項

㈠　

三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る

森
林
害
虫
防
除
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

㈡　

三
に
掲
げ
る
措
置
を
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
行
っ
た
者
又
は

そ
の
代
理
人
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
㈢
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

㈢　

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
別
に
定
め
る
申
請
書
を
当
該
措
置
を
行
っ
た
後
速
や
か
に

知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

知
事
は
、
当
該
申
請
者
が
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
か
ど
う

か
を
確
認
し
て
、
損
失
補
償
金
の
額
を
決
定
し
、
損
失
補
償
金

を
交
付
す
る
。

告
　
　
　
示

○
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
に
よ
る
薬
剤
防
除
（
地
上
散
布
）

　

を
行
う
区
域
及
び
期
間
…（
環
境
局
自
然
環
境
部
緑
環
境
課
）…	

一

告
　
　
　
示
（
選
）

○
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
目
黒
区
選
挙
区
）
を
行
う

　

事
由
の
発
生
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	
一

公
　
　
　
告

○
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
）…	

一

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
七
十
号

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
命
令
を
す
る
に
当
た
り
、

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
項
を
公
表
す
る
。

令
和
六
年
四
月
十
七
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

区
域
及
び
期
間

㈠　

区
域　

大
島
町
、
新
島
村
及
び
神
津
島
村
の
地
域
の
う
ち
、
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と
。

㈢　

災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
試
験
を
延
期
し
、

又
は
中
止
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
東
京
都
保
健
医
療
局
健
康

安
全
部
薬
務
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

第
一
号
様
式
に
よ
る
。
）

㈡　

写
真
台
帳
（
規
則
別
記
第
二
号
様
式
に
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
出
願
前
六
月
以
内
に

撮
影
し
た
無
帽
、
上
半
身
、
正
面
向
き
の
写
真
を
貼
り
付
け
た

も
の
）

㈢　

受
験
票
（
規
則
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
。
）

㈣　

受
験
票
を
送
付
す
る
た
め
の
封
筒
（
角
形
二
号
（
日
本
産
業

規
格
Ａ
列
四
番
の
大
き
さ
の
書
類
が
折
ら
ず
に
入
る
大
き
さ
）

の
も
の
で
、
百
四
十
円
分
の
郵
便
切
手
を
貼
付
し
、
受
験
者
の

住
所
及
び
氏
名
を
記
入
し
た
も
の
）

六　

試
験
手
数
料

一
万
二
千
九
百
円

七　

申
請
書
類
の
受
付
期
間

　
　

郵
送
に
よ
る
受
付
の
み
と
す
る
。

　

令
和
六
年
五
月
一
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
木
曜

日
）
（
当
日
消
印
有
効
）
ま
で

八　

申
請
書
類
の
受
付
場
所

　

東
京
都
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
薬
事
免
許
担
当

　

郵
便
番
号
一
六
三
―
八
〇
〇
一　

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
（
東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
三
十
階
北
側
）

九　

そ
の
他

㈠　

詳
細
は
、
東
京
都
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
薬
事
免

許
担
当
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

　
　
　

電
話
〇
三
（
五
三
二
〇
）
四
五
〇
三

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

https://w
w
w
.hokeniryo.m

etro.

tokyo.lg.jp/anzen/iyaku/sonota/d_g/shiken.htm
l

㈡　

試
験
案
内
及
び
受
験
願
書
用
紙
は
、
東
京
都
保
健
医
療
局
健

康
安
全
部
薬
務
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ

令
和
六
年
四
月
十
七
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

試
験
日

令
和
六
年
七
月
七
日
（
日
曜
日
）

二　

試
験
の
種
類
及
び
時
間

㈠　

一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

筆
記
及
び
実
地
試
験　

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

㈡　

農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

筆
記
及
び
実
地
試
験　

午
前
十
時
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分

ま
で

㈢　

特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

筆
記
及
び
実
地
試
験　

午
前
十
時
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分

ま
で

三　

試
験
場
所

早
稲
田
大
学
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス

新
宿
区
西
早
稲
田
一
丁
目
六
番
一
号

予
定
す
る
試
験
場
所
の
定
員
を
超
え
た
場
合
等
に
、
東
京
都
内

の
他
の
場
所
で
試
験
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四　

試
験
方
法

㈠　

筆
記
試
験

ア　

毒
物
及
び
劇
物
に
関
す
る
法
規

イ　

基
礎
化
学

ウ　

毒
物
及
び
劇
物
の
性
質
並
び
に
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法

㈡　

実
地
試
験

毒
物
及
び
劇
物
の
識
別
並
び
に
取
扱
方
法

五　

申
請
書
類

㈠　

受
験
願
書
（
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

東
京
都
規
則
第
二
十
三
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇


